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掛川市規則第３１号

掛川市社会福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに制定する。

平成２９年１２月２１日

掛川市長

（別紙）
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掛川市社会福祉法施行細則の一部を改正する規則

掛川市社会福祉法施行細則（平成25年掛川市規則第４号）の一部を次のように改正する。

第３条中「第３条の」を「第３条第１項の」に改める。

第４条を次のように改める。

（定款変更の届出書）

第４条 省令第４条第２項の規定により読み替えて準用する省令第３条第１項の届出書は、社会福

祉法人定款変更届出書（様式第４号）によるものとする。

第８条を削り、第９条を第８条とする。

様式第１号を次のように改める。
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様式第１号（第２条関係）

（表面）

社会福祉法人設立認可申請書

年 月 日

（あて先）掛川市長

住所
申請者（設立者又は設立代表者）

,氏名

社会福祉法人の設立の認可を受けたいので、社会福祉法施行規則第２条第１項の規定により、

次のとおり関係書類を添えて申請します。

主たる事務所の所在地

フ リ ガ ナ

社会福祉法人の名称

社会福祉 第一種
事

事業 第二種
業

の 公 益 事 業

種

類 収 益 事 業

設 立 の 趣 意
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（裏面）

内 訳 （円）
純 資 産

資 社会福祉事業用財産
⑤－⑥ ③公益事業 ④収益事業 ⑤財 産 計 ⑥負 債

（①＋②＋①基 本 ②その他 用財産 用財産
③＋④）（円） 財 産 財 産

産

理 役 員 の 資 格 等 他の社会福祉法人の
理事、 親族等 （該当箇所に○） 理事長への就任状況
監事又 氏 名 の特殊
は評議 関係者 事業 地域 管 事業 財務 有

事 員の別 の有無 経営 福祉 理 識見 管理 ・ 法 人 名
識見 関係 者 識見 無

等

と

な

る

べ

き

者

社会福祉法施行規則

第２条第１項第５号

から第８号までの規

定に基づく記載事項

（注）

１ 理事のうち、理事長予定者については 「理事、監事又は評議員の別」の欄に○を付ける、

こと。

２ 社会福祉法施行規則第２条第２項各号に掲げる書類を添付すること。
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「 所 在 地

様式第２号中 報告者 名 称 を

代表者氏名 」,

「 所 在 地

報告者 名 称 に改める。

理事長氏名 」,

様式第３号から様式第７号までを次のように改める。
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様式第３号（第３条関係）

社会福祉法人定款変更認可申請書

年 月 日

（あて先）掛川市長

所 在 地

申請者 名 称

,理事長氏名

社会福祉法人の定款を変更したいので、社会福祉法施行規則第３条の規定により、次のとおり

関係書類を添えて申請します。

変 更 内 容
理 由

変 更 前 変 更 後

（注）次に掲げる書類を添付すること。

１ 定款に定める手続を経たことを証明する書類

２ 変更後の定款

３ 次に掲げる定款変更の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

(1) 社会福祉法施行規則第３条第２項に該当する定款変更 同規則第３条第２項各号に掲げ

る書類

(2) 社会福祉法施行規則第３条第３項に該当する定款変更 廃止する事業の用に供している

財産の処分方法を記載した書類
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様式第４号（第４条関係）

社会福祉法人定款変更届出書

年 月 日

（あて先）掛川市長

所 在 地

届出者 名 称

,理事長氏名

社会福祉法人の定款を変更したので、社会福祉法第45条の36第４項の規定により、次のとおり

関係書類を添えて届け出ます。

変 更 内 容
理 由

変 更 前 変 更 後

（注）社会福祉法施行規則第３条第１項各号に掲げる書類を添付すること。
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様式第５号（第５条関係）

社会福祉法人解散認可（認定）申請書

年 月 日

（あて先）掛川市長

所 在 地

申請者 名 称

,理事長氏名

社会福祉法人を解散したいので、社会福祉法施行規則第５条第１項の規定により、次のとおり

関係書類を添えて申請します。

解 散 す る 理 由

内 訳 （円）

純 資 産 社会福祉事業用財産
⑤－⑥ ③公益事業 ④収益事業 ⑤財 産 計 ⑥負債

（①＋②＋（円） ①基 本 ②その他 用財産 用財産
③＋④）資産 財 産 財 産

残余財産処分方法

（注）社会福祉法施行規則第５条第１項各号に掲げる書類を添付すること。
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様式第６号（第６条関係）

社 会 福 祉 法 人 解 散 届 出 書

年 月 日

（あて先）掛川市長

住 所
届出者（清算人）

,氏 名

、 、 。社会福祉法人を解散したので 社会福祉法第46条第３項の規定により 次のとおり届け出ます

主たる事業所
解 の所在地

散
フ リ ガ ナ

し

た 名 称

法

人 理事長の氏名

解 散 し た 理 由

残余財産処分方法
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様式第７号（その１ （第７条関係））

（表面）

社会福祉法人合併認可申請書（吸収合併用）

年 月 日

（あて先）掛川市長

所 在 地

名 称

,理事長氏名
申請者

所 在 地

名 称

,理事長氏名

社会福祉法人を合併したいので、社会福祉法施行規則第６条第１項の規定により、次のとおり

関係書類を添えて申請します。

合 併 す る 理 由

フ リ ガ ナ

合併により消滅する法人の名称

合 主たる事務所の所在地

併
フ リ ガ ナ

後
名 称

存

続 第一種
事 社会福祉事業

す 第二種
業

る
の 公 益 事 業

法
種

人
類 収 益 事 業
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（裏面）

内 訳 （円）
純資産

資 社会福祉事業用財産
⑤－⑥ ③公益事業 ④収益事業 ⑤財 産 計 ⑥負債

（①＋②＋①基 本 ②その他 用財産 用財産
③＋④）（円） 財 産 財 産

産

合

役 員 の 資 格 等 他の社会福祉
理事、 親族等 法人の代表者

併 監事又 の特殊 （該当箇所に○） への就任状況
は評議 氏 名 関係者
員の別 の有無 事業 地域 管 事業 財務 有

経営 福祉 理 識見 管理 ・ 法人名
後 理 識見 関係 者 識見 無

存 引
き
続
き

続 理
事
等
と

す な
る

事 者

る

新
法 た

に
理
事

人 等
等 と

な
る
者

（注）

１ 理事のうち、理事長予定者については 「理事、監事又は評議員の別」の欄に○を付ける、

こと。

２ 社会福祉法施行規則第６条第１項各号に掲げる書類を添付すること。
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様式第７号（その２ （第７条関係））

（表面）

社会福祉法人合併認可申請書（新設合併用）

年 月 日

（あて先）掛川市長

社会福祉法人を合併したいので、社会福祉法施行規則第６条第１項の規定により、次のとおり

関係書類を添えて申請します。

主たる事務所の所在地

フ リ ガ ナ
申

名 称

,理 事 長 の 氏 名

設立事務共同 住 所
執行者

,氏 名
請

主たる事務所の所在地

フ リ ガ ナ

名 称

,理 事 長 の 氏 名
者

設立事務共同 住 所
執行者

,氏 名

合 併 す る 理 由

主たる事務所の所在地
合

フ リ ガ ナ
併
に 名 称
よ
り 社会福祉 第一種
設 事
立 業 事業 第二種
す の
る 種 公 益 事 業
法 類
人 収 益 事 業
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（裏面）

内 訳 （円）
純資産

資 社会福祉事業用財産
⑤－⑥ ③公益事業 ④収益事業 ⑤財 産 計 ⑥負債

（①＋②＋①基 本 ②その他 用財産 用財産
③＋④）（円） 財 産 財 産

産

合

役 員 の 資 格 等 他の社会福祉
理事、 親族等 法人の代表者

併 監事又 の特殊 （該当箇所に○） への就任状況
は評議 氏 名 関係者
員の別 の有無 事業 地域 管 事業 財務 有

経営 福祉 理 識見 管理 ・ 法人名
後 理 識見 関係 者 識見 無

存 引
き
続
き

続 理
事
等
と

す な
る

事 者

る

新
法 た

に
理
事

人 等
等 と

な
る
者

（注）

１ 理事のうち、理事長予定者については 「理事、監事又は評議員の別」の欄に○を付ける、

こと。

２ 社会福祉法施行規則第６条第１項各号に掲げる書類を添付すること。
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様式第８号を削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


